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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも半導体発光素子を発光要素として備える発光装置であって、
　前記発光装置から出射される光は、ＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義される黒体放射軌
跡からの距離ＤｕｖＳＳＬが、－０．０３５０　≦　ＤｕｖＳＳＬ　＜　０となる光を主
たる放射方向に含み、
　かつ、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布をφＳＳＬ（λ）、前記発光
装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度ＴＳＳＬ（Ｋ）に応じて選択される基
準の光の分光分布をφｒｅｆ（λ）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三
刺激値を（ＸＳＳＬ、ＹＳＳＬ、ＺＳＳＬ）、前記発光装置から当該放射方向に出射され
る光の相関色温度ＴＳＳＬ（Ｋ）に応じて選択される基準の光の三刺激値を（Ｘｒｅｆ、
Ｙｒｅｆ、Ｚｒｅｆ）とし、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布ＳＳＳＬ（λ）と、前
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記発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度ＴＳＳＬ（Ｋ）に応じて選択さ
れる基準の光の規格化分光分布Ｓｒｅｆ（λ）と、これら規格化分光分布の差ΔＳ（λ）
をそれぞれ、
　ＳＳＳＬ（λ）＝φＳＳＬ（λ）／ＹＳＳＬ

　Ｓｒｅｆ（λ）＝φｒｅｆ（λ）／Ｙｒｅｆ

　ΔＳ（λ）＝Ｓｒｅｆ（λ）－ＳＳＳＬ（λ）
と定義し、
　波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以内の範囲で、ＳＳＳＬ（λ）の最長波長極大値を与え
る波長をλＲ（ｎｍ）とした際に、λＲよりも長波長側にＳＳＳＬ（λＲ）／２となる波
長Λ４が存在し、
　下記数式（３）で表される指標Ａｃｇが、－３６０　≦　Ａｃｇ　≦　－１０を満たす
ことを特徴とする発光装置。
【数１】

（３）
【請求項２】
　少なくとも半導体発光素子を発光要素として備える発光装置であって、
　前記発光装置から出射される光は、ＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義される黒体放射軌
跡からの距離ＤｕｖＳＳＬが、－０．０３５０　≦　ＤｕｖＳＳＬ　＜　０となる光を主
たる放射方向に含み、
　かつ、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布をφＳＳＬ（λ）、前記発光
装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度ＴＳＳＬ（Ｋ）に応じて選択される基
準の光の分光分布をφｒｅｆ（λ）、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三
刺激値を（ＸＳＳＬ、ＹＳＳＬ、ＺＳＳＬ）、前記発光装置から当該放射方向に出射され
る光の相関色温度ＴＳＳＬ（Ｋ）に応じて選択される基準の光の三刺激値を（Ｘｒｅｆ、
Ｙｒｅｆ、Ｚｒｅｆ）とし、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布ＳＳＳＬ（λ）と、前
記発光装置から当該放射方向に出射される光の相関色温度ＴＳＳＬ（Ｋ）に応じて選択さ
れる基準の光の規格化分光分布Ｓｒｅｆ（λ）と、これら規格化分光分布の差ΔＳ（λ）
をそれぞれ、
　ＳＳＳＬ（λ）＝φＳＳＬ（λ）／ＹＳＳＬ

　Ｓｒｅｆ（λ）＝φｒｅｆ（λ）／Ｙｒｅｆ

　ΔＳ（λ）＝Ｓｒｅｆ（λ）－ＳＳＳＬ（λ）
と定義し、
　波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以内の範囲で、ＳＳＳＬ（λ）の最長波長極大値を与え
る波長をλＲ（ｎｍ）とした際に、λＲよりも長波長側にＳＳＳＬ（λＲ）／２となる波
長Λ４が存在せず、
　下記数式（４）で表される指標Ａｃｇが、－３６０　≦　Ａｃｇ　≦　－１０を満たす
ことを特徴とする発光装置。

【数２】

（４）
【請求項３】
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　請求項１または２に記載の発光装置であって、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光が以下の（１）及び（２）を満たすこと
を特徴とする発光装置。
（１）前記発光装置から当該放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合
の＃０１から＃１５の下記１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ＊ａ＊ｂ
＊色空間におけるａ＊値、ｂ＊値をそれぞれａ＊

ｎＳＳＬ、ｂ＊
ｎＳＳＬ（ただしｎは１

から１５の自然数）とし、
　当該放射方向に出射される光の相関色温度ＴＳＳＬ（Ｋ）に応じて選択される基準の光
での照明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６
　Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間におけるａ＊値、ｂ＊値をそれぞれａ＊

ｎｒｅｆ、ｂ＊
ｎｒｅｆ（

ただしｎは１から１５の自然数）とした場合に、飽和度差ΔＣｎが
　－３．８　≦　ΔＣｎ　≦　１８．６　　　　　　（ｎは１から１５の自然数）
を満たし、下記式（１）で表される飽和度差の平均が下記式（２）を満たし、
【数３】

（１）
【数４】

（２）
かつ飽和度差の最大値をΔＣｍａｘ、飽和度差の最小値をΔＣｍｉｎとした場合に、飽和
度差の最大値と、飽和度差の最小値との間の差｜ΔＣｍａｘ－ΔＣｍｉｎ｜が
　２．８　≦　｜ΔＣｍａｘ－ΔＣｍｉｎ｜　≦　１９．６
を満たす。
ただし、ΔＣｎ＝√｛（ａ＊

ｎＳＳＬ）２＋（ｂ＊
ｎＳＳＬ）２｝－√｛（ａ＊

ｎｒｅｆ

）２＋（ｂ＊
ｎｒｅｆ）２｝とする。

　１５種類の修正マンセル色票　
　＃０１　　　　７．５　Ｐ　　４　　／１０
　＃０２　　　１０　　　ＰＢ　４　　／１０
　＃０３　　　　５　　　ＰＢ　４　　／１２
　＃０４　　　　７．５　　Ｂ　５　　／１０
　＃０５　　　１０　　　ＢＧ　６　　／　８
　＃０６　　　　２．５　ＢＧ　６　　／１０
　＃０７　　　　２．５　　Ｇ　６　　／１２
　＃０８　　　　７．５　ＧＹ　７　　／１０
　＃０９　　　　２．５　ＧＹ　８　　／１０
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　＃１０　　　　５　　　　Ｙ　８．５／１２
　＃１１　　　１０　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１２　　　　５　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１３　　　１０　　　　Ｒ　６　　／１２
　＃１４　　　　５　　　　Ｒ　４　　／１４
　＃１５　　　　７．５　ＲＰ　４　　／１２
（２）前記発光装置から当該放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合
の上記１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間における色
相角をθｎＳＳＬ（度）（ただしｎは１から１５の自然数）とし、
　当該放射方向に出射される光の相関色温度ＴＳＳＬ（Ｋ）に応じて選択される基準の光
での照明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６
　Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間における色相角をθｎｒｅｆ（度）（ただしｎは１から１５の自然
数）とした場合に、色相角差の絶対値｜Δｈｎ｜が
　０　≦　｜Δｈｎ｜　≦　９．０（度）（ｎは１から１５の自然数）
を満たす。
ただし、Δｈｎ＝θｎＳＳＬ－θｎｒｅｆとする。
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